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原著

楽器コーナーや子ども主体の合奏活動を阻害する要因
−保育者に対するインタビュー調査から−

竹下可奈子１）*

１）新見公立大学健康科学部健康保育学科

（2023年9月20日受付、11月15日受理）

１．はじめに

楽器を使った活動は、保育現場における重要な表現活動
のひとつである。幼保連携型認定こども園教育・保育要領
解説では「簡単な楽器も自由に使える場などを設けて、音
楽に親しみ楽しむことができるような環境を工夫するこ
とが大切」（内閣府ほか 2018：295）と示されており、普
段の保育の中で子どもが楽器に自由に触れる場を設ける
ことが推奨されている。また、楽器活動は行事と関連付け
て実施される傾向も強い（香曽我部 2020：93）。お遊戯会
や生活発表会といった場での楽器演奏は、子どもの活動意
欲を高めたり、子ども同士の交流を深めたりする体験につ
ながる。幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説にお
ける「指導計画の作成上の留意事項」では、「行事の指導
に当たっては、幼保連携型認定こども園の生活の自然な流
れの中で生活に変化や潤いを与え、園児が主体的に楽しく
活動できるようにすること」（内閣府ほか 2018：105）と
明記されており、保育者は日常における楽器活動と行事に
おける合奏活動とのかかわりについて十分に配慮したう
えで、子どもの主体性を尊重した内容を取り扱う必要があ
る。

しかし保育現場に目を向けると、楽器を用いた環境構成
や、行事における子ども主体の楽器演奏については十分に
実施されているとは言い難い（伊原 2020：82）。眞島ら
(2020)による調査では、自由遊びなどで子どもたちが手に

とりやすい位置に楽器を配置していると答えた保育施設
は42園中9園にとどまっている（眞島ほか 2020：20）。ま
た、行事における合奏も、日常的な楽器活動とは切り離さ
れた保育者主導の教え込み活動となりがちであることが
指摘されている（白﨑ほか 2020：45）。

保育現場において、楽器を用いた環境構成や子ども主体
の合奏活動が実践されにくい原因として、音が鳴るという
楽器の特性上、ほかの活動や遊びへの配慮が必要であり、
楽器を活用した環境構成が難しいという側面があると指
摘されている（伊原 2020：82）。また合奏については、演
奏を成立させようとするとある程度子どもたちの行動を
制約する必要があり、それが子どもの表現意欲や自由な発
想を損なうとも推察されている（出口 2014：51）。ただ、
実際に現場の保育者がどのような点に困難を感じている
のかについて調査を行った研究は多くない。横井（2003）や
眞島（2018）は、楽器活動に対して抱く困難感や不安感に
ついて保育者を対象に調査を行っているものの、両者とも
に保育現場の活動実態をとらえることを主目的としてい
るため、子どもに正しい奏法を教える難しさや、子どもた
ちの足並みをそろえることの難しさといった、保育者主導
の合奏活動を行う前提での困難感が中心となって抽出さ
れている。

そのような中、楽器遊びをテーマとした保育者対象の実
技研修後に「日々の保育の中で、音楽表現活動について悩
んでいること、困っていること」について自由記述で回答
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自由で探索的な子どもと楽器とのかかわりや、子ども主体の合奏づくりは、子どもが音楽に自然に親しみ楽
しむうえで有効な手立てとなりうる。しかし、保育現場ではこれらの取り組みが十分に実践されているとは言
い難い。そこで本研究では、これらの取り組みを阻害する要因の解明への端緒を開くことを目的とした。現職
の保育者2名を対象とし、モデルとなり得る楽器コーナーや子ども主体の合奏づくりの事例を提示したうえで、
それらを阻害すると考えられる要因について半構造化インタビューを実施した。SCATを用いてデータの分析
を行った結果、「楽器コーナーの設置を阻害する要因」として3点、「探索的な楽器活動を阻害する要因」とし
て2点、「子ども主体の合奏活動を阻害する要因」として4点、計9点の阻害要因が抽出された。子ども主体の合
奏づくり等の取り組みを促進するためには、管理職を対象とした研修や、養成校での授業内容の工夫等が求め
られる。
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を求めた難波（2020）の調査では、「楽器はおもちゃとは
違うので、正しく丁寧に扱ってほしいという思いがあり、
日々の保育に取り入れにくい」「本来は行事のためではな
く、楽器などを用いた音楽表現活動を日常的に取り入れた
いのだが、園の方針がそうではない」「楽器あそびを活動
に取り入れたいが、園にある楽器の種類や数が少ない」（難
波 2020：85）など、日常的な楽器活動を妨げる要因につい
ての保育者の具体的な意識が示された。

難波（2020）においてそのような保育者の意識を引き出
すことができたのは、アンケート調査前の実技研修におい
て「柔軟な表現や楽器を取り入れたあそび」（難波 2020：
85）というモデルとなりうる楽器活動の提示を行ったため
であると考える。そこで本研究では、現職の保育者を対象
に、楽器を用いた環境構成（乙部 2018、伊原 2020）と子ど
も主体の合奏（乙部 2017）の例について提示したうえで半
構造化インタビューを行い、これらの取り組みを阻害する
要因について明らかにする。この調査をもとに、現場にて
楽器を用いた環境構成および子ども主体の楽器活動を実
現するための方法について探索する端緒とすることを目
的とする。

２．研究方法

⑴ 研究デザイン
半構造化インタビューによる質的研究。

⑵ 分析対象
A県において公立保育所に勤務する保育士2名（A・B）

を対象とした。対象者A、Bはともに入職6年目であり、イ
ンタビュー時、Aは3園目に、Bは2園目に勤務していた。
⑶ 対象の選定理由

本研究は、実務経験のある保育者がその経験から考える
楽器を用いた環境構成と子ども主体の合奏の阻害要因を
明らかにすることを目的としたため、保育施設に5年以上
勤務し、クラス担任を継続的に担当する保育者を対象とし
た。複数研究者の検討による機縁法により、2名の保育士を
選定した。
⑷ 調査期間

2022年7月～8月。
⑸ インタビューの所要時間

1人あたり30～40分間。
⑹ インタビューの内容

楽器を用いた環境構成としては、楽器コーナーの取り組
みが挙げられる。絵本コーナーやままごとコーナーと同様
に、保育室の一角に楽器を用意する環境構成で、恒常的に
出しておく場合もあれば、週に1回など定期的な取り組み
として行う場合もある。乙部（2018）や伊原（2020）では、
楽器コーナーにおいて自由に楽器を探索する子どもの様
子が報告されている。また、子ども主体の合奏については、

乙部（2017）において5歳児による主体的な合奏づくりの事
例が紹介されている。その事例では、7ヶ月間におよぶ定期
的な楽器コーナーの実践ののち、3ヶ月間にわたって子ど
もたち主体で曲決め、楽器選び、合奏づくりが行われてい
る。

インタビューでは、以下の流れで回答を求めることとし
た。まず楽器コーナー実践の有無について訊ね、実践経験
があればその際に困難に感じたことを質問する。また、実
践していない場合は、乙部（2018）や伊原（2020）の事例
を用いて説明を行ったのち、行わない理由、行おうと思わ
ない理由について訊ねる。次に乙部（2017）における合奏
づくりの事例を対象者に説明し、こういった合奏づくりに
対してどのような印象を持ったかを訊ねる。さらに、実際
にこのような方法で合奏を行おうとした場合、どういった
困難があると考えられるかについて問う。
⑺ データ収集および分析方法

インタビューは対象者ごとにプライバシーの守られた
個室で実施し、インタビュー内容は対象者の許可を得てIC
レコーダーで録音した。

データの分析は、大谷（2007）に基づいて、Steps for
Cording and Theorization（以下、SCAT）により行った。
SCATは、言語データをセグメント化し、そのそれぞれに
〈1〉セグメント内の注目すべき語句、〈2〉抽出した語句
を言い換えるためのデータ外の語句、〈3〉〈2〉を説明す
るためのデータ外の概念、〈4〉全体の文脈を考慮したテー
マ・構成概念の順にコードを考案して付していく4ステッ
プのコーディングと、〈4〉のテーマ・概念を紡いでストー
リーラインと理論を記述する手続きからなる分析手法で
ある。SCATは比較的小さな質的データの分析に有効とさ
れており（大谷 2007：27）、2名という小規模なデータを
扱う本研究に適していると考えた。

分析にあたって、対象者のすべてのインタビューデータ
をもとに、逐語録を作成した。その後、分析対象となる語
りを4つのステップでコーディングしていき（表1）、構成
概念を紡いでストーリーラインを作成し、理論記述を行っ
た。
⑻ 倫理的配慮

対象者には、本研究の目的と方法、研究参加の自由意思、
同意しない場合であっても何ら不利益を受けないこと、研
究の実施に同意した場合でも随時これを撤回できること、
個人情報の取り扱いおよびデータの保管方法、研究成果の
公表について、口頭および文書で説明し、文書にて同意を
得たうえで実施した。

なお、本研究は2022年度新見公立大学研究倫理審査委員
会の承認を得ている（承認番号第254番）。

竹下　可奈子
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３．結果

⑴ 対象者A
対象者A（以下、A）のSCAT分析におけるストーリーラ

インと理論記述を表2に示す。ストーリーラインを構成す
るテーマ・構成概念は【】で記している。

Aは最初に勤務した園で、管理職主導のもと楽器コーナ
ーを実践しており楽器コーナーの意義も実感した。2園目
では、段階的な楽器活動への導入を行ったのち、楽器コー
ナーを実践した。しかし3園目では、限られた保育時間にお

ける活動の優先順位を考慮し、子どもの発達段階や興味に
適した活動および環境構成を優先した結果、楽器コーナー
の実践には至っていない。合奏づくりの事例については、
子どもが自分たちでリズムを決定する過程と、少人数での
合奏形態に驚きを覚えた。合奏づくりを通じた子どもの主
体性の育成には魅力を感じたものの、発表会での合奏につ
いての園の慣習や、同僚保育者からの評価といった点から
実現は難しいと考えた。また、保育者と子どもとの信頼関
係や、子ども同士の人間関係が構築されていない状況で
は、楽器活動は負担となると考えているため、年度替わり

表１　本研究におけるコーディング例

ストーリーライン（現時点で言えること）
対象者Aは、最初に勤務した園において、【上司や同僚との議論】から、【従来の発表会中心の楽器活動に対する反省】と【子ど

もへの活動の強制に対する反省】を行った。そして【発表会と切り離した楽器活動の試み】として楽器コーナーを設置し、【子ど
もたちにとって普段なじみのない楽器との出会いの設定】を行った。この試みは、【楽器の扱いに対するイメージの変化】を対象
者Aにもたらした。一方で、【適切な楽器管理というイメージ】も継続して抱いていた。楽器コーナーにおいては【楽器と音楽が引
き出す子どもの嗜好やリズム】を目の当たりにした。また、【楽器コーナーによる長期的な活動がもたらす子どもの満足感と主体
的な思考】を実感した。次に勤めた園では、３歳未満児の担当となった。【配属園の環境】や【3歳未満児が楽器とかかわる姿につ
いてのイメージ不足】から、すぐに楽器コーナーを設置することはせず、【発表会を見据えた楽器の活動計画】を立てた。まず【一
斉指導における段階的かつ指導的な導入】を行い、その後【自由遊びにおける楽器コーナーへの移行】を試みた。そこでは【音楽
にあわせた自由な活動】と【主体的で即興的なリズムあそびを行う子どもの姿】が見られた。その後、現在勤務する園に転勤し3歳
未満児の担当となったが、そこでは楽器コーナーを設置していない。【限られた保育時間における活動の優先順位】を考慮し、【子
どもの発達段階や興味に適した活動および環境構成】を優先した結果、楽器コーナーは除外された。対象者Aは【子どもの発達段階
や興味に適した活動や環境構成】を提供したいと考えており、【季節や子どもの育ちに応じたコーナーの設置】を行うことで【様々
な遊びに対する興味や関心の広がりへの期待】を抱いている。

表２　対象者AのSCAT分析におけるストーリーラインと理論記述
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にクラス替えや担任交代が行われる場合、長期的かつ継続
的な合奏活動は難しいだろうという印象を抱いた。
⑵ 対象者B

対象者B（以下、B）のSCAT分析におけるストーリーラ
インと理論記述を表3に示す。Bは入職5年目に、同僚保育者
との話し合いのもと、楽器コーナーを設置した。それはダ
ンスを自発的に楽しむ子どもたちの姿をふまえ、その表現
活動が楽器コーナーの設置によって発展することを期待
してのことだった。楽器コーナー設置以前より、他クラス
の活動音に対し寛容な雰囲気が園全体にあったため、他ク
ラスとのトラブルは生じなかった。合奏づくりについて

は、子どもの主体性や興味関心を引き出している点に魅力
を感じたものの、自分の能力とはかけ離れた活動という印
象を受けた。また、保育現場には各年齢にふさわしい合奏
のイメージがあるため、その基準を満たしていないと実践
は難しいという思いも抱いた。Bは、合奏は他の活動に比べ
子どもにとって難易度が高く、成果を実感しづらい活動と
いう意識を持っており、長期で継続的な合奏活動は、不得
意な子どもに挫折感を味わわせることなるのではないか
と考えた。発表会という目標があれば子どもも意欲を持
ち、達成感につながるが、多くの行事や多様な活動がある
中で、発表会と結びつかない合奏活動を行う余裕はないと

竹下　可奈子

対象者Aにとっての楽器コーナーの懸念点は4点挙げられる。1点目は、【楽器管理の方法についての専門知識の不足から生じる不
安】である。2点目は【他クラスの静かな活動の妨害】である。楽器コーナーを設置する際は、【設置時期や設置場所、騒音による
他活動への影響を要因とした批判】が予想され、【同僚からの苦情への不安】につながっている。そのため、【同僚とのコミュニ
ケーションおよび相互理解の必要性】が不可欠であると感じている。3点目は【管理職の異動によって継承されない楽器コーナー】
の実態である。4点目は、【楽器の扱いに対する固定観念】である。【楽器の価値の重視】が【楽器の破損を恐れる気持ち】につな
がり、【自由な楽器の扱いへの抵抗感】や【楽器を玩具のように扱うことに対する抵抗感】を抱かせている。その背景には、【養
成校での教えや自らの経験】や【同僚の言動から形成されたイメージ】がある。楽器の正しい扱いについて【子どもへの継承】を
行いたいという気持ちが、【楽器の奏法や取り扱いの指導の重視】につながっている。また、自由に楽器を扱わせることによって【指
導力不足を指摘されることへの恐れ】もある。探索的な楽器活動を実践するためには、同僚との【楽器の扱いに対する認識の擦り
合わせの必要性】があると対象者Aは認識している。

対象者Aは、合奏づくりの事例を知り、【年度を超えた保育の継続による子どもの主体性の育ち】と【子どもたちの創造性に対す
る感嘆】を覚えた。また、対象者Aはクラス全員で同じ曲を演奏する合奏しか行ったことがなかったため、【少人数合奏形態の指導
への驚き】や【未体験の指導法への驚き】を覚えた。しかし、【発表会の演目についての園の慣習】と【時間的制約】があるため、
事例に示された合奏づくりの実践は難しいと感じた。また、【同僚保育者との楽器活動に対する共通認識】がなければ、事例の合
奏づくりの内容は【自らの指導力不足に対する批判】につながるとの懸念も示した。対象者Aが勤めてきた園では年度ごとに担任も
クラスの子どもも変わるため、【新年度の体制による影響】を受け【子どもの姿の把握と信頼関係構築の優先】が必要となる。対
象者Aは、年度替わりにクラス替えが行われる場合やクラスを担当する保育者が替わる場合に合奏づくりを行うためには、【年度を
超えた保育の継続による保育者と子どもとの信頼関係】、【協同性の育ちと人間関係構築】、【年間計画】が重要であると感じた。
また、前年度の保育者による【正しい奏法の積み上げ】と【長期的かつ段階的な楽器活動の実践】も必要であると考えている。対
象者Aは【多様な活動内容の充実】を重視しており、また【楽器活動が与える子どもへの負担】も感じているため、対象者Aにとっ
ての【活動全体における楽器活動の優先度】は低い。そのため、対象者Aにとって楽器活動は【発表会のための活動】となる傾向に
ある。

理論記述
・楽器コーナーが設置されている園でも、子ども主体の探索的な楽器活動は許容されていない場合がある。
・楽器コーナーにおける探索的な楽器活動を阻害する要因には、楽器の扱いに対する保育者自身の固定観念と、上司や同僚からの

批判を恐れる気持ちがある。
・楽器の扱いに対する固定観念は、養成校での教えや自らの経験、同僚の言動から形成される。
・楽器の適切な保管環境についての知識のなさが、楽器コーナーに対する不安となり得る。
・楽器コーナーは他クラスの静かな活動を妨害したりする可能性がある。
・子どもの発達段階や興味に適した活動および環境構成を優先した結果、楽器コーナーは除外される可能性がある。
・子どもが自分たちでリズムを決定する過程や、少人数での合奏形態は、保育者にとってなじみがないため、考えが及ばない可能

性がある。
・発表会の演目についての園の慣習と時間的制約が、子ども主体の合奏づくりの阻害要因となり得る。
・保育者が子どもの姿を十分に捉え、子どもとの信頼関係および子ども同士の関係性が構築されるまでは楽器活動は選択されない

可能性がある。
・子ども主体の合奏づくりのためには、数年度にまたがる段階的な楽器活動への取り組みが必要である。
・探索的な楽器活動、楽器コーナーの設置、子ども主体の合奏づくりのすべてにおいて、管理職および同僚保育者とのコミュニケ

ーションおよび、騒音や楽器の扱いについての相互理解が不可欠である。
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楽器コーナーや子ども主体の合奏活動を阻害する要因

ストーリーライン（現時点で言えること）
対象者Bは、入職してからしばらくは【新人保育者としての余裕のなさ】から、【発表会を目的とした楽器活動】のみを行ってい

た。入職5年目の時に初めて、【自由遊びの時間における多様な活動の一環】として、担任する4歳児クラスを対象とする【簡易楽
器を中心とした楽器コーナー】を設置した。楽器コーナー設置のアイデアは、【活動空間の余裕】を利用した新しいコーナーにつ
いての【保育者同士の話し合い】の過程で生まれた。ダンスを自発的に楽しむ【実際の子どもの姿】から【子どもの興味・関心の
把握】を行い、そのダンスの【活動が発展することを期待】して、【表現を豊かにする要素】のひとつとして楽器コーナーを設置
した。楽器コーナーに配置した楽器は【前年度の担任保育者による奏法指導】がなされており、子どもたちはすでに奏法を習得し
ていた。発表会の2ヶ月前からは、【発表会を意識した楽器選択】として、【複雑な操作性を持つ楽器】も段階的に楽器コーナーへ
追加した。新たな楽器を加える際は【楽器の取り扱いについての指導】や【楽器の奏法の指導】を行い、楽器コーナーでは必ず【保
育者による見守り】を実施した。楽器コーナーを設置するにあたり、【音環境に配慮した空間の配置】を行ったため、楽器コーナ
ーが自由遊びにおける他活動を阻害することはなかった。また、勤務先の園は【行事における伝統】として和太鼓を用いた活動を
長年行ってきたことから、園内に【騒音に対する慣れ】や【活動から生じる騒音を受容する保育者の共通認識】があり、楽器コー
ナーを原因とした他の保育者とのトラブルも生じなかった。子ども同士でも自然に楽器を貸し借りするなどの様子がみられ、【相
手や状況に応じた配慮】や【人間関係の構築と規範意識の芽生え】が感じられた。楽器コーナーでは、【音源に合わせた子どもの
自由なリズム】や【他の子どもの表現に触れることによって生じる表現への欲求】、【子ども同士の表現が影響し合うことによる
遊びの発展】、【発表会後の表現欲求の高まり】、【発表会が終了した後の自発的な合奏の様子】がみられた。その翌年も4歳児ク
ラスの担当となり、前年度と同様に楽器コーナーを設置したが、子どもたちの【興味や関心の違いによる楽器コーナーへの反応の
差】がみられた。前年度の子どもたちに比べると【楽器に対する興味や関心のなさ】がみられ、【集団を構成する子どもたちの成
長段階や個性】によって楽器コーナーの影響力が変わると対象者Bは感じていた。

対象者Bは、合奏づくりの事例に対して【幼稚園が行う高度な活動というイメージ】を抱いた。【子ども主体の楽器活動】におい
て保育者が【調整役に徹することの難しさ】や【合奏づくりへのアプローチの難しさ】を予想し、【自分の能力とはかけ離れた活
動という印象】を受けた。また、そのような合奏づくりのためには【年度を超えて継続した楽器経験の必要性】があるとも感じた。
さらに、合奏づくりの事例では簡易楽器のみが用いられていたが、そういった【子どもにとってなじみのある楽器】を用いること
のメリットも感じる一方、【各学年で使用すべき楽器】については【保育現場での共通認識】があるため、簡易楽器のみを用いた
年長児の合奏は【同僚からの評価】が低くなるだろうと感じた。対象者Bは、これまでの経験から、合奏を目的とした楽器活動につ
いて【習得までに時間がかかる活動】、【成果を実感しづらい活動】という印象を抱いており、そのような活動を日常的に行うと
【子どもの挫折感】を誘発しやすいと感じていた。そのため、合奏づくりの事例に対しても【楽器が不得意な子ども】にとって負
担が大きくなるのではないかという印象を受けた。対象者Bは、【発表会という目標が子どもにもたらす動機づけと達成感】を実感
する一方で、【発表会を目的とした活動がもたらす保育者および子どもへの負担】も感じていた。子どもが【楽器のアフォーダン
ス的な魅力】を感じ、【楽器に対する興味や欲求】を示しても、発表会を目的とした合奏では【楽器の難易度】と【子どもの能力
との差】が原因となり、その興味や欲求を満たすことが難しい場合がある。保育者と子どもの負担を解消するためには【日常的な
楽器活動による経験】が有効だろうと感じてはいるが、【日々の業務の多さ】から【日常的な楽器活動の取り入れ方】について悩
んでいる。また、対象者Bは、【成果が目に見える造形活動】や、【習得が容易なダンス】、【他の子どもとの一体感を感じやすい
歌唱活動】、【子どもたちの能力に合わせた内容に設定できる劇活動】に比べ、【合奏は直立不動で決められた通りのことを行う
というイメージ】を持っている。そのイメージも、楽器活動は【子どもにとって負担の大きい活動】という印象につながっている。
対象者Bは、発表会での合奏において、子どもの【発達段階にあわせたリズムの難易度】や【子どもの実態の多様性】を考慮し、【子
どもの実態に合わせた楽譜制作】を行っている。しかし、自身の【楽典の理解力の低さ】からその作業が負担となっており、それ
が【楽器活動への苦手意識】や【発表会と楽器活動を億劫に思う気持ち】へとつながっている。対象者Bは養成校に入学するまでピ
アノ演奏の経験がなく、【養成校で感じた音楽への苦手意識】を入職後も抱いており、それが【楽器指導への自信のなさ】へつな
がっている。ただし、自信のなさは【実務経験を積むことによる学習】によって少しずつ解消されつつもある。

理論記述
・楽器コーナーが設置されている園でも、子ども主体の探索的な楽器活動は許容されていない場合がある。
・園全体の騒音状況および活動から生じる騒音に対する保育者の共通認識が、楽器コーナーの受容につながる可能性がある。
・子どもが自分たちでリズムを決定する活動は保育者にとってなじみがないため、その導入や過程について考えが及ばない可能性

がある。
・保育現場における、各年齢に適した楽器のイメージが、子ども主体の合奏活動の阻害要因となり得る。
・保育者が合奏内容を決定し、その内容に沿って子どもを指導するという経験を通して、保育者は「合奏は子どもに挫折感を与え

る」という印象を持つようになる可能性がある。
・発表会において保育者が合奏内容を決定することは保育者自身の負担となり、楽器活動や合奏を敬遠することにつながることが

ある。
・養成校で音楽に対して苦手意識を抱いた保育者は、入職後も楽器指導に対し苦手意識を持つ可能性がある。

表３　対象者BのSCAT分析におけるストーリーラインと理論記述



― 56 ―

の感想を持った。

４．考察

本研究では2名の対象者に対し半構造化インタビューを
実施したが、楽器コーナーに関しては2名とも実践経験を
有していた。また、その楽器コーナーのあり方についても、
大きな共通点があった。それは両者ともに、楽器コーナー
に配置する楽器の扱い方や奏法について事前に子どもた
ちに説明の機会を設けていた点である。

先行研究において実践された楽器コーナーでは、子ども
から楽器の使い方を尋ねられても教えることはせず、特定
の奏法を保育者が示すことを極力避けることによって子
どもの主体的な探索行動を尊重している（伊原 2020：
83）。つまり、楽器を文化的に誤った方法で鳴らしたり、音
を鳴らす目的以外の方法で遊んだりしても、それを許容す
る環境としているのである。そのように子ども自身が自由
に楽器を探索することで、楽器を身近に感じ、音に気付い
ていくという効果が認められる（伊原 2020：90）。しかし、
A、Bの取り組みのように、事前に楽器の奏法について説明
すると、子どもの多様な表現や、主体的な探索行動は制限
されてしまい、楽器コーナーの教育的価値が減少するもの
と考えられる。したがって、楽器コーナーについては、楽
器コーナーを設置する段階と、楽器コーナーにおける楽器
の自由探索を容認する段階の2つの段階に分けて、その阻
害要因を考察することとする。

A、Bの理論記述を統合し、楽器コーナーの設置、楽器の
自由探索、子ども主体の合奏活動を阻害する要因をそれぞ
れ以下のように抽出した。

⑴ 楽器コーナーの設置を阻害する要因
1）楽器の適切な保管環境についての知識のなさ

Aは、最初に勤務した園で楽器コーナーを設置した際
に、楽器を出したままにしていては楽器の品質に影響する
のではないかという疑問を抱いた。ただ、同僚との議論か
らもその疑問に対して明確な答えが出ることはなく、入職
後6年目の現在でもそれぞれの楽器に対してどのような保
管環境を用意すべきなのか正解が分からずにいた。楽器を
どのように扱い、どのように演奏するかについては養成校
などで知識を得ていても、楽器の保管に適した温度、湿度、
日光等については学習する機会がなく、その知識のなさが
楽器コーナー設置に対する漠然とした不安になり得ると
考えられる。
2）他クラスの静かな活動の妨害に対する懸念

A、Bが実際に楽器コーナーを実践した際には、楽器によ
る騒音のせいで同僚保育者とトラブルになることはなか
った。しかしそれは、園長やほかの保育者との相談のうえ
作られた楽器コーナーであったことや、もともと活動音に

対して寛容な園であったことが関係していた。Aは現在の
勤務園では楽器コーナーを設置していないが、もし設置を
提案すれば同僚から「音が邪魔になるからやめよう」と言
われるだろうと推測している。先行研究でも指摘されてい
た通り、音が鳴るという楽器の特性上、ほかの活動や遊び
への配慮が必須であるといえる（伊原 2020：82）。
3）楽器活動の優先度の低さ

Aは、子どもの発達段階をふまえて保育スペースや活動
時間の振り分けについて考えた際に、楽器コーナーの優先
順位が低くなり、実践されなくなる場合があると述べた。
保育スペースの環境設定については、保育者自身が担当す
る子どもたちへの理解を深め、特定の活動に対する意欲喚
起を意図して決定する。しかし保育者にとって楽器活動の
価値が低い場合、楽器以外の玩具や素材の配置が優先さ
れ、結果的に楽器コーナーの設置に至らない場合があると
考えられる。

⑵ 探索的な楽器活動を阻害する要因
1）楽器の扱いに対する保育者自身の固定観念

楽器の扱いについては、A、Bともに、楽器は正しく大切
に扱わなければならないという意識を抱いていた。Aはイ
ンタビューの中で、楽器はほかの玩具よりも大事なものだ
という印象があると述べていた。それは、単に楽器が高価
であるからというだけではなく、養成校での学びや同僚の
保育者が楽器を大切に扱う様子を目にすることを通して
形成されてきたイメージであると認識していた。また、楽
器は大切に扱うものであるという自身の認識を、子どもた
ちにも継承していきたいとも考えていた。またBも、楽器は
音を鳴らす以外の遊びに使うものではないとの印象を抱
いていた。そのような意識が根底にあり、A、Bともに子ど
もが初めて接する楽器を配置する場合は、必ず事前にその
扱い方と奏法を一斉指導にて教えるようにしていた。

楽器に限らず子どもが玩具を扱う際には、保育者が事前
にその危険性を考慮し、怪我や大きな破損がないよう注意
する必要がある。しかし、慣習的な印象を主たる根拠とし
て「楽器は玩具より大切に扱うべき」という意識を強く持
ちすぎると、必要以上に子どもと楽器との自由なかかわり
方を制限してしまうことにつながると考えられる。
2）楽器の扱いに対する上司や同僚からの批判

Aは、自身が担当する子どもが楽器を玩具のように扱え
ば、たとえそれが子どもたちと楽器との主体的なかかわり
あいを意図した活動の結果であっても、その意図が同僚に
理解されることはなく、単に楽器の扱いについて指導をし
ていないからだと思われるだろうと予想していた。そし
て、楽器を自由に扱ってもよいという共通認識を園内の保
育者全員で共有していなければ、子どもが楽器で好きなよ
うに遊ぶことを許容することは難しいと述べていた。実際
にBも、子どもたちが鈴やタンバリンなどの簡易楽器を正

竹下　可奈子
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しい奏法で扱う様子を見て、「前年度の保育者がきちんと
指導しているからだ」という印象を持っていた。これは、先
述の「楽器は正しく大切に扱うべき」という固定観念と、そ
の正しい扱い方や奏法を教えるのが保育者の役目である
という意識が、保育者全体に浸透していることを示唆して
いると言える。また、楽器の自由探索という活動が保育者
に認知されていないことの表れであると考えられる。

⑶ 子ども主体の合奏活動を阻害する要因
1）経験のなさに起因するイメージの欠如

子ども主体の合奏活動については、A、Bともに、活動へ
のアプローチ方法やリズムが決定していく過程、子どもか
らアイデアを引き出す言葉がけについて想像できないと
いう感想を抱いた。乙部(2017)の実践例では、5歳児が4～6
名ずつのグループに分かれ、曲決め、楽器選び、リズム決
めをすべて自分たちで行っていたが、A、Bはこれまで保育
者自身が決定した楽譜内容をクラス全員で演奏する活動
しか経験したことがなく、合奏づくりをテーマとした協同
的な活動がどのようなやりとりを経て展開していくのか
予想できなかったのだと考えられる。

子どもたちの協同的な活動がうまく展開していくため
には、保育者が活動のねらいやテーマの設定を明確にする
ことと、その活動の展開に対するある程度の見通しを持っ
ていることが重要であると考えられる。協同的な活動が発
展するか否かは保育者の介入の仕方によるところが大き
いとされており（大元ほか 2017）、合奏が出来上がってい
く過程を保育者が想定し、適切な言葉がけを行う必要があ
る。しかし、そもそも保育者自身が、楽譜のない状態から
協同して合奏を作っていくという活動をしたことがなけ
れば、活動そのものの展開について見通しを立てることが
できない。また、子どもたち自身による合奏づくりの様子
を見聞きしたことがなければ、どのように介入すれば合奏
内容が決定していくのかについても予想がつかないのだ
と考えられる。
2）経験から形成された合奏活動へのネガティブなイメー
ジ

Bは養成校に入学するまでピアノ等の楽器経験がなく、
楽器演奏や読譜に苦手意識を抱いていた。また、入職後も、
発表会用に子どもの発達に合わせた合奏譜を作成する過
程で苦心することが多く、元々の苦手意識とも相まって、
発表会での合奏を億劫に思う気持ちへとつながっていた。
さらに、そのように自身が作成した楽譜内容を子どもたち
に演奏させる中で、演奏内容が難しいために希望する楽器
をあきらめることとなった子どもの姿にも接し、合奏は子
どもに挫折感を与えるという印象を持つようになった。そ
のため、子どもたち主体の合奏づくりに対しても、子ども
にとって負担が大きく、楽しさを感じられない活動になる
のではないかという印象を抱いた。

このように、自分自身の音楽経験や、保育者自身が楽譜
内容を決定し子どもに演奏させる活動を通して、保育者の
中に合奏は楽しくないものというイメージが形成される
可能性がある。乙部(2017)が実践した合奏づくりの事例で
は子どもたち自身が演奏内容を決定するため、子ども自身
の能力を上回った内容となる可能性は低い。しかし、保育
者が合奏に対するネガティブなイメージを持っているこ
とで、子ども主体の合奏活動についても同様に、子どもに
とって負担の大きい活動であるという先入観を持つこと
が考えられる。
3）発表会の演目についての園の慣習や、各年齢に適した楽
器のイメージ

Aは、勤務先の園では発表会の演目として合奏と歌と劇
を行うことが慣習的に決定していることを挙げ、その3つ
すべてを発表会までに仕上げることを考慮すると、子ども
たち自身に合奏の内容を決めさせる活動に時間を割くこ
とはできないとの意見を述べた。また、Bは、乙部(2017)の
実践において使用された楽器がすず、タンブリン、カスタ
ネット、トライアングルの4種類であったことに対し、子ど
もにとって取り組みやすい楽器であることに好意的な反
応を示す一方、「暗黙の了解」として年長児では年中児よ
りも難易度の高い楽器に挑戦すべきと考えられているこ
とに言及した。また、年長児が簡易楽器のみを用いた合奏
をするのであれば、難しい振り付けを付加するなど「年長
児らしさ」を出し、同僚保育者を納得させる必要性にも触
れた。

子どもたちが主体となって合奏づくりを行う場合、その
過程に多くの時間を割く必要があるうえに、その内容は市
販の合奏譜等で提示されるものよりも簡易になる可能性
が高い。そのように、労力を要するにもかかわらず、同僚
らが想定する出来栄えよりも低くなる点が、子ども主体の
合奏活動を阻む原因になると考えられる。
4）合奏の制約的な特徴

AとBは共通して、合奏活動は制約が多く、子どもにとっ
て負担の大きい活動という思いを抱いていた。道具を操作
する活動であること、視覚的に確認できないものを合わせ
ていく活動であることから、「どうしても活動（中略）す
るまでに至れないというか、まず子どもたちを知るとか、
子どもたちと信頼関係を作ってというところから始まる」
というように、ある程度保育者や子どもたち同士での人間
関係が構築されていないとできない活動と認識していた。
そのため、年度替わりでクラス替えや担任の交替が行われ
る現場の場合、合奏に結びつくような活動はしばらく選択
されず、それにより長期的かつ継続的な子ども主体の合奏
活動が難しくなる可能性が示唆された。また、発表会に向
けた短期的かつ指導的な合奏活動の負担については認識
していたものの、制約や負担のある合奏だからこそ、発表
会という動機づけがなければできないとの思いも抱いて
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いた。

５．結論

A、Bは両者とも楽器コーナーの実践経験があり、楽器コ
ーナーにおける長期的な楽器との触れ合いに対しては、大
きな意義を見出していた。しかし、そこでの自由で探索的
な楽器とのかかわりについては、抵抗感を有していた。そ
の背景には楽器の扱いに対する自身や周囲の固定観念が
あり、単に「子どもには楽器を大切に正しく扱わせたい」と
いうだけでなく、自由で探索的なかかわりを許容すること
で自身の指導力不足が問われるのではないかという恐れ
を抱いていた。周囲の認識とのすり合わせの必要性は、楽
器の扱いだけでなく、楽器から生じる騒音や、発表会での
合奏のあり方、各年齢に適した楽器のイメージにもみられ
た。この課題を解決するためには、保育者以上に、管理職
の楽器活動に対する意識を変えていく必要があると考え
る。虫明（2018）の事例では、園長が主体となって保育者
や保護者に働きかけ、生活発表会のあり方を変えていく過
程が紹介されている。楽器活動が音を出す活動であるため
周囲に影響を与えやすいこと、行事とかかわりの深い活動
であることを踏まえると、管理職を対象とした研修などを
通して意識を変革していくことが必要であると考える。

また、合奏が制約的な活動であるという認識や、子ども
主体の合奏活動のイメージの欠如については、前提として
合奏活動に対し「決められたリズムやメロディを皆で再現
する活動」というイメージを抱いているからであるといえ
る。それは保育者養成校での経験や、これまで現場で見聞
きしてきた体験に起因すると考えられ、それを変革するた
めには、まず養成校において学生自身が既存の楽譜を用い
ず、自分たちで合奏づくりを行う経験をすることが必要で
あると考える。そういった経験を経ることによって、白紙
の状態からどのような共同作業を経て合奏が作り上げら
れていくのか、その道筋をたどることができる。また、そ
の際に楽譜を作成しないことも一案である。実際に子ども
たちが楽器を演奏する際は身体と耳で覚えていくため、記
譜できない状態でどのように合奏を作り上げていくかを
体験するためにも、楽譜がない状態での合奏づくりを体験
した方がよいであろう。そういった経験は、単に合奏づく
りに対する見通しを立てさせるだけではなく、同時に自身
の合奏に対するネガティブなイメージの払しょくにも影
響すると考えられる。実際に、養成校において学生が楽譜
を用いず自分たちで器楽合奏の編曲を行った事例では、演
奏の難度を自分たちの習熟度に合わせやすいことから興
味が持続される傾向にあるという点や、自分たちの演奏に
愛着と誇りが湧きやすいといった点が利点として報告さ
れている（出口 2014：52）。それに加え、実際に行われた
子ども主体の合奏活動の録画記録や、詳しい実例などに接
し、具体的なイメージを持つことも必要であろう。さらに

入職後は、できれば外部講師による実践的レクチャーの機
会を設け、導入の展開や声かけなどに対する即時的な学び
を得ることで、阻害要因のさらなる解消につながると考え
る。

他活動との兼ね合いによって、楽器活動の優先順位が下
がることは、やむを得ないことともいえる。その時期の子
どもの姿を尊重した活動を行うのは保育の基本であり、常
に楽器活動が優先されるわけにはいかない。ただ、Bの例に
あるように、楽器活動に結びつきそうな子どもの姿がみら
れた際に、楽器コーナー設置の選択肢が保育者の中に浮上
することが重要だと考える。そのためにも、保育者養成校
における授業や、保育者研修などで楽器コーナーや合奏活
動の具体的な事例を紹介し、明確なイメージを伴った知識
として有しておくことが必要であると考える。それと同時
に、それぞれの楽器の保管に適した温度や湿度、日光等に
ついても養成校の授業において教授しておく必要がある
と考える。

６．本研究の限界と今後の課題

本研究では、保育者2名という限られた対象者に対する
調査であったため、今後は対象を広げ、より幅広い調査を
行う必要がある。とくに楽器コーナーに関しては2名とも
実践経験があり、実践経験のない保育者にとっての阻害要
因については明らかにできなかった。また、本研究におい
て、管理職の楽器活動に対する意識の重要性が示唆された
ことを踏まえ、管理者にとっての楽器コーナーや子ども主
体の合奏づくりを阻害する要因についても調査していき
たいと考えている。そのほか、楽器コーナーや子ども主体
の合奏活動についての研修を行った際、それまで具体的な
イメージの持てなかった保育者の意識がどのように変容
するかについての研究も必要であると考える。
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